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館蔵資料

｢雄勝郡三又村切支丹御調御帳」について

金 森 正 也＊

はじ めに

宗門人別1帳は、近世農民の家族枇成を知る

うえで、重要かつ打効な資料であるが、秋Ill

においてその存在が確認されている事例は棚

めて少ない。したがって、近|Ⅱ:秋Illの艇民の

家族柵成に関する論考も、わずかな成果をみ

るだけである。さいわい、当館所戯の茂木家

の資料のなかに、数点の宗門人別|限が含まれ

ているので、その紹介をかねつつ、秋Ill藩に

おける農民の家族¥l成にかかわるr:千のコメ

ントをくわえて、研究者の検j制･資料として供

したい。

ふたつは、村内職成員の異動を項目別にまと

めたもので（③⑤⑨）、子供の年齢別害止

（写真l・史料1）・出'-!者・他郷より入村

の者（写真2．史料2）・他郷へ出村の者．

V.iﾀ人．村lﾉ1異動・箔前の変更（写真3．史

料3）．潰跡株継承者（写真4．史料4）の

各福狐について書き上げたものである。当館

で作成した||録では、術考に「移動調帳」と

付してある。みつつめは、五人組ごとに、家

族の人数、さらにその男女別人数および当主

名を書き上げ、そして各細の末尾にその五人

細の惣人数をまとめたものである（写真5)o

なお、この内容のものは上記のうち③の資料

のみである。

次に、本来の宗門人別Il脹にあたるものの記

ilk形式と内容を簡単に紹介しておこう。

まず、冒頭に肝煎・長I'i姓が連署捺印した

ill]書がある。内容は、特に他の宗門人別'脹一

写真1

I形態

茂木家資料に含まれている近世の宗I"l人別

|限は、以下のとおりである（大きさは、いず

れも34.6×12.3センチの横帳。資料請求耕号

は、317-3001～09。

①｢雄勝郡三又村切支丹御調御帳｣(安政4年）

②｢雄勝郡三又村切支丹御調御帳｣(安政5年）

③｢雄勝郡三又村切支丹御調御'限｣(安政5年）

④｢雄勝郡三又村切支丹御調御帳｣(安政6年）

⑤｢雄勝郡三又村切支丹御調御帳｣(安政6年）

⑥｢雄勝郡三又村切支丹御調御帳｣(文久2年）

⑦｢雄勝郡三又村切支j1御調御i災｣(文久3年）

③｢雄勝郡三又村切支丹御調

五人組合御'眠｣(文久3年）

⑨｢雄勝郡三又村切支ﾉｭ}御調御雌｣(文久3年）

これらは、その記載形式から次の3つに分

類される。ひとつは、一般に「宗n人別'限」

と通称される性格のものである(①②”⑦)。
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して、この宣誓にたがうことがあった場合は、

五人組・村役人までも曲事とするとしている。

人別言上は、五人組別に記載され、檀那寺別

にはなっていない（写真6．史料5)c人別

は、まず当主が、続いてその配偶者が記され、

当主の女親がいる場合はそれに続いて「母親」

と記され、そのあと他の家族が書き上げられ

る。当主以外の家族についても、妻帯者の場

合は、夫に続いて妻が「女房」と記赦され、

男性全体の書き上げに続いて女性が書き上げ

般と異なるところはなく、五人組にかわって

調査した旨を記し、村内に切支丹のいないこ

とを宣誓している。このあとに人別の書上が

あり、最後に肝煎・長百姓による連署捺印の

後ろ書きと、檀那寺による連署捺印の後ろ書

きが続いている。これも特にめだつところは

ないが、前者において、村内における修行者

や乞食の取り扱いについて所定の手続きをふ

んでいることを記し、くわえて農業に不出精

の者は一人もいないことを宣誓している。そ
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史料5 で、大家族の場合、家族内の個々人の続柄を

特定することができない。たとえば、表中①

の八右衛門家は八右衛門夫婦のほかに二組の

夫婦を含んでいるが、これらがどのような関

係にあるのかにわかには判別できないのであ

る。八右衛門と長蔵、長蔵と亀六が親子関係

であれば、この家族は三世代にわたる家族と

なるが、これらが兄弟である可能性を完全に

祷定する条件もない。ただ、全体としては、

当主夫婦の次に記された男子はその子供であ

る率がたかいと推測できるだけである。また、

二組以上の夫婦が|司居する家族において、末

尾に記される子供がどの夫婦の子であるかは

全く不明である。先の八術門家の例でいえば

慶助がどの夫婦の子であるか特定できない。

つまり、残念ながらこの人別帳からは家族構

成を組み立てることができないのである。

さて、表1をみればわかるように、この村

では複数夫婦N居型の家族が少なくない。こ

の型の家族には、直系親子夫婦が同居してい

る場合と兄弟家族が同居している場合があろ

う。前者の場合、あとを継いだ子供夫婦がそ

の母親と同居しているとみられる場合がある

（表⑳⑳など）から、純粋な単婚小家族のな

かに副次的に発生する形態と考えるべきもの

である。後者の場合もどれがその型であるか

特定できないが、次項でみるように、全体と

して大家族の場合潰れ百姓の跡株を取得して

分家する例がみられるので、基本的には単婚

小家族を志向しているといってよい。ただ、

脆弱な生産基燃しかもたないl可村では、経営

の零細化をおしすすめる分地をともなう分家

はさけられたのであろう。同村において、複

数夫婦同居型の家族が少なくないのは、以上

のような理由によるものと考えられる。
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られるという形式にはなっていない。2歳か

ら7歳の子供については年齢を記すが、その

ほかは年齢の記載がないので、大家族の場合

はそれぞれの続柄を推測できない。

Ⅱ地理的環境

同村は、皆瀬村と成瀬村の複合扇状地に位

置する沢'二|地帯であり、村高は、享保14(17

29）年の黒印高帳では、本田・本IⅡ並・新Ill

合わせて837石五斗6升6合であるが、明和

2(1765)年の打ち直し検地では、547石余

に減少している。寛政6（1794）年の「六郡

惣高村付1帳」では、当高468石五.｜6升9合

となっている。山林にめぐまれず、他村に銀

を支払って入会を許可され、また東に接する

東福寺銅Ujの排水の被害をうけたりで、その

/'二産的諸条件は必ずしも恵まれたものではな

かった（主に平凡社『秋川県の地端｣|による）。

lﾘ}和2年の「三又村打直検地諸覚」では、家

数64軒とあり、また安政5（1858）年の人別

帳では73!粁とあって若干の増加を示すが、村

熔状況に基本的な褒化はなかったと考えられ

る。ただ、各農民の持高に関して人別1帳と対

比できる資料がないので、階層榊成を示すこ

とができない。

HI家族形態

検討の便宜をはかるために、安政5年の

「雄勝郡三又村切支丹御調御'帳」に記載され

たすべての家族を表として示しておく（表1）。

さて、すでに述べたように、7歳以下の子

供以外については年齢が記載されていないの

Ⅳ移動

いわゆる「移勤調1帳」によって、他郷との

川人|兇l係を整即した表を示しておく（表2）。

また、図は、それらの村を地図上に示したも
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表1

安政5年「雄勝郡三又村切支丹御調御'帳」による

－76－
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表2

．「移動調帳」による。但し|｢1史料は年度遅

れの作成であり、実際の移助はそれぞれの

前年に行われている。

．⑳のみ「移動調帳」にみえない。安政6年

「切支丹御調御帳」の張り紙によった。

たとえば、⑳⑳の場合は、再婚であるか出戻

りであるかわからない。また、⑦の「おわき」

は5年の人別'限では太郎兵術のr女房」となっ

ているが、6年には「おわき」と記され（し

かも他に「女房」とある）、⑫に示されるよ

うに、文久2年には他家へ出ている。また⑪

は、数少ない確認可能な離縁の事例と思われ

るが、文久3年の人別1帳の五郎兵衛家の書_上

げには、この女性に該当する記載がない。さ

らに、⑧は、⑪にみるように、他家へ出てい

るが、⑧に示されたものとは異なる家なので、

単純に離縁であるとはいえない。しかも「お

きわ」は平戯家内へ人ってからも「女房」に

“名替り”せず実名のまま人別|帳に記されて

いるo(後述のように、嫁入りした場合は、

人別1帳の記,紋が実名から「女房」にかわる。）

これらが、単なる記Pic上のミスなのか、ある

いは特殊な事情がある場合の意図的な記救な

のか、判|新がつかない。

しかし、いずれにしても、地図上に関連す

る村をおとしてみると、その婚姻関係のおお

のである。

まず、出稼ぎについては＠の阿仁銅Illへの

一家転居が注目される。このほか、⑳も一家

あげての移動である。これらは、出稼ぎとい

うよりもいずれも糊口をしのぐための一家転

居というべきものである。ただ、単身、銀山・

銅山から家族の中に転入してくるものもある

ので（…など）、通常の出稼ぎも当然あっ

たものと思われる。

婚姻については、史料中に特にそのことが

示されているわけではないが、表24'におい

て出稼ぎのほか特殊な場合をのぞけば、多く

は婚姻による移動と考えてよいだろう。①②

③⑥などは、その年度より人別'限の表示が

「女房」に変化していることが確認できる。

また、⑫は、「おきせ」（表1⑳）が「女房」

に“名替り”しているから、婿入りである。

このように、単身で他家から入家している場

合は、おおむね婚姻による移動と考えてよい

と思われる。＠は奉公であろう。

ただし、特殊なもの、不リ]なものもある。
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安
政
６
年

文
久
２
年

文
久
３
年

他郷より入

⑦太郎ｲi#1門
おわき

③平蔵家内

おきわ

⑨平右衛門家内
捨 吉

⑩係兵術家ljl
IE右衛'''1

⑪五叩珊隊|j､1
女．〃）

⑫仁太郎家内
吉隣

⑬九左Will'隊|ﾒ1
T･代任

⑭庄三部家内

おちん

⑮と郎兵術策内
おたけ

雄勝陥狼半内I･I

_ニイ欄iIⅧl家内よ'フ

｡F蝿郡新藤柳111村

岬太郎家内より

院内銀111より

院内銀lIlよ'〕

雄勝郡火1W･j

上叫郎家内より

雄勝沸八Im材

I剛糊|"1家内より

東柵jf銅111より

平鹿郡腕越村
藤助家内より

雄勝郡稲庭ｷ･』

久次窯内より

他郷へ出

⑳万之助家内
おなを

⑳嘉h謝門

一家5ノ

⑰太兵術家内
倉1時

⑳太左衛門家内
おゆき

、卿輔i家内
後家.おきん

⑳F1職家内
六之lﾘノ

⑪平蔵家内
おきわ

⑫太郎ｨjWil‘11家内
おｵ〕き

⑬文蔵家内

金助

⑭兵ｲ鋤'111家内
おしよう

⑮平蔵家内
おばつ

⑮儀兵撒家内
甚太郎

⑰Wi狗耐門家内

女・〃

⑬太郎展離京内
辰裁

雄勝郡三梨村

与.I･郎家内へ

東罷寺窮山へ

雄勝郡猿半内村
源助家内へ

平鹿郡客殿解谷地付

久吉家内へ

雄勝郡三梨村

七三郎家内へ

平鹿郡碩闘材
半助家内へ

平鹿郡新古内村
利兵衛家内へ

雄勝郡川巡村

石I[鄭家内へ

平鹿郡浅舞村
石五郎家内へ

雄勝部佃子内村
長助家内へ

平鹿郡増田村

円兵衛家内へ

平鹿郡十文字卜･I

新太郎家内へ

平鹿都卜随口村

林助家内へ

雄勝那萩袋村

市左衛門家内へ

安
政
５
年

他郷より入

①勘右徽門家内
おみの

②吉郎兵衛家内
お い L

③東ﾉL部家内
おなつ

④蕊蔵家内
六之助

⑤忠治家内
イ
ト t￥

g十兵副家内
おしん

雄勝郡八『耐‘I
弥助家内より

,際鹿郡上樋『1吋

［丘郎家内より

雄勝部田子内村

斑右斯門家内より

銀山より

雄勝郡秩袋村

健｛i衛門家内より

雄勝郡三製材
)も}面l即家内より

他郷へ出

⑯吉郎兵卿嫁Iﾒ､I
おまさ

⑰八満衛水家内

おつる

⑱太郎ｲi術|川嫁内
三歳

⑬五郎氏勘蒙内
ミ蔵

⑳家内狐1W眼I

④庄一藍郎家内
おばん

⑫才助・家4人

愈驚/【:伽11'1家|Al
女-"｝

轡部I鋲脚j家|丈I

営挫

雄勝那杉沢}.i
末氏衛家内へ

雄勝部蜘iI村

椛兵衛蒙内へ

､14兜郡jWII1村
人典衛蒙内へ

､F鹿郡哨H1村
太兵衡家内へ

院内銀111へ

雄勝郡茸製村

惣|郡家内へ

阿仁篇111へ

‘P肥胤刈:lHl･I

兵助家内へ

久保111

後j雌様家内へ
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国土地理院発行1／20万「新庄」

よその範囲が確認できる（図参照・仁．で表

示した村）。その先は、平鹿郡にもおよんで

いるが、基本的には、三又村の周縁部分とい

える。

また数は多くはないが、分家が確認される

（表3）。いずれも潰れ百姓の跡株を相続し

ての独立である。孫右術門吉家と九左術門家

はいずれも10人以J二の複数夫婦m居型の大家
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族である。基本的には単婚小家族を志向して

いるといえる。喜代松が自立前に属していた

五左衛門家は先の2例のような大家族ではな

い。表に示したように、この時、「後家」と

「おかね」がともに喜代松方に移っている。

「後家」は喜代松の母親であり、「おかね」

は妹であろう。ところで、表’＠に示したよ

うに、この家族構成からすると、「後家」は

五左衛門の長男の嫁であり、その長男が死去

したために家の相続権が次男の庄松に移り、

そのため分家という方法をとることになった

のであろう。だが、実はこの時喜代松は6歳

である。6歳の子供に分家を決意する才覚は

ないであろうし、分家を決意したのが喜代松

の母親の意志であったか、あるいは五左衛門

や庄松であったのか推測するしかないが、当

主である喜代松が成長するまで、実質的に一

家をささえたのは、ここで「後家」と表記さ

れている喜代松の母親であったことはまちが

いない。宗門人別帳にかいまみえた女性史の

断片である。

なお、写真2の5番目にみえる仁吉は、

「‘忠治家内へ入人」とあるが、，忠治という名

は安政5年の同村の人別言上の一覧である表

lにはみえない。実は、その前年、忠治は死

亡しているのであるが、この時子供がなく妻

と二人ぐらしであった（安政4年の人別|帳に

よる）。つまり、その時点で,忠治の妻は一人

ぐらしの寡婦となったのであるが、その翌年

に仁吉をむかえいれることによって、家を存

続させたのであろう。ただ、その表記の仕方

が、後年も「後家」のままであって、仁吉が

婿としてはいったのか養子としてはいったの

かはっきりしない。

V女‘性の表記法

最後に、同史料の女性の記載方法について

述べる。

まず、未婚者の場合はそのまま個人の名前

が表記される。したがって、資料中に実名で

表3

年代 分家

安政5年 末‘Ij・女〃・おくめ

安政6年 了太郎・女〃・I･治

安政6年 脚代松・後家・おかね

分家段階の家族構成

係右衛門・女房・孫助・女厨・
後家・末吉・女房・市太郎・女

房・おくめ・おたつ．おのぶ

女腸

友治

女房・酉松・字太郎。
・末松・徳治・l－治

互左衛門・女房・後家・庄松

喜代松・おかね

記される女性たちはすべて未婚者である。さ

て、すでにふれたように、いわゆる「移動調

1帳」には「名替り」という項目があり、一年

間に名前（資料上の表記方法）の変更のあっ

た者がまとめられているが、安政5年の場合

を例にとると、女性の「名替り」が5例記さ

れている（前掲史料3)o問題は、他の5名

である。「おみの」「おいし」「おつめ」の

3名はすべて「女房」と表記方法がかわって

いる（事実、安政6年の人別帳ではすべてそ

のように表記されている)oところで、「移

動調11辰」の「他郷より入人」という項目によ

ると（表2，①②）、「おみの」は「雄勝郡

八面村勇助家内より当村勘右衛門家内へ入人」

であり、「おいし」は「平鹿郡樋口村正五郎

家内より当村吉郎兵衛家内へ入人」である。

また、「おつめ」は、「当村出代」という項

目のなかに「久右衛門家内より市左衛門家内

に入」とある。つまり、この3人は、ともに

他家に嫁いだ女性であることがわかる。つま

り、結婚を契機として人別1帳の表記方法が、

実名から「女房」に変化したのである。

次に、他の二人は、「女房」が「母親」に

かわっている。これについてみてみよう。ま

ず、「五郎兵衛家内」のほうであるが、前年

の安政4年の人別帳をみてみると、この年当

主の五郎兵衛が死去しており、これにともなっ

て長子の専之助が五郎兵衛と改名し、先代五

郎兵衛の妻が「女房」から「母親」に“改名”

されていることが、同資料の張り紙によって

確認される。「係右術門家内」（表1⑳）の

場合は若干複雑である。前年の人別帳による
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と、当主とその配偶者には変化はなく、その

次に記載された孫助が死亡し、それにともなっ

てその「女房」が「後家」に“改名”されて

いる。ところが、その次年度の安政5年の人

別帳では張り紙によって「後家」が「母親」

に訂正されているのである。おそらく、孫助

は孫右衛門の父親で、隠居した前当主なので

あろう。本来ただちに「母親」と表記される

べきところがいったん「後家」と誤記された

のであろう。いずれにしても、上記2例の場

合、現当主の母親がその配偶者を失って寡婦

となった場合、人別'帳の表記方法が「女房」

から「母親」に変化することを示している。

ところで、配偶者を失った女性がすべて

「母親」と記されるわけではないことはいう

までもない。先の孫助の妻がいったん「後家」

と記されたように（それは「母親」の誤記で

あったわけだが）、当主以外の配偶者の死去

によって寡婦となった女性については「後家」

と記されるのがそれであるo5年の人別1膿で

は、「後家」と記されている例が5例もある。

いずれもその実名は記されない。さて、この

「後家」が、その立場の変化によって「母親」

と“改名”した例がある。それは、前項で述

べた喜代松の母親の場合である。すでに述べ

たように、五左衛門家は安政5年il寺には6人

家族であるが、翌6年喜代松が村内の潰れ百

姓の跡株を譲り受けて独立した。そしてその

際、「後家」とおかねも同時に喜代松家に移っ

たのであるが、この時、「後家」は「母親」

と“改名”したのである。この直接のI'll由が、

五左衛門家から喜代松が独立して一家の当主

となった点にあることは疑いない。つまり、

この人別li辰にあっては、女性は未婚の時代こ

そその実名で記されるが、結幡後はすべてそ

の配偶者あるいは当主との関係で表記され、

その人格の表象である名前で表記されること

はなかったのである。

おわりに

以上、雄勝郡三又村の「切支丹御調御帳」

について紹介した。短期間のものであるため、

この資料だけからIﾘ1らかにできることはそう

多くはないが、女性の記載方法など、わずか

ながら興味ある事実を紹介できたのではない

かとおもう。ただし、宗門人別帳が男性中心

の記載方法をとるということは周知のとおり

であり、本稿でとりあげた三又村の人別帳が

特徴的だということではない。むしろ、こう

したなかにあって、6歳の子供をかかえ、潰

れ百姓の跡株を譲り受けて独立した喜代松の

母親のような女性の姿を、近世農村における

女性史のささやかなデータとしてファイルし

ておくことのほうが有効であるかもしれない。

これまで、地主経営や農村の階層分解の分析

など経済史的な蓄積は多いが、家族構成の問

題を含めて、その生活史的な関心からの検討・

は-'一分とはいえなかった。宗門人別1帳の発掘

を含めて、そのような問題関心からのアプロー

チもすすめていく必要がある。なお、宗門人

別'|脹の分析から近世農村女性の地位を検討し

た論考に、今野真「男系志向の切支丹改帳と

女|ゾ|その地位」（「宮城歴史科学研究』第33号・

1991年）がある。出羽国亀田領赤田村の「切

支丹改'|辰」の紹介をかねながら、近I":農民の

動態についてよりふみこんだ検討をおこなっ

ている。本稿は、館蔵史料の紹介を目的とし

たために今野氏の論旨をくみこんで検討する

ことができなかった。あわせて参照していた

だきたい。
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